
○第44回埼玉県スキー技術選手権大会開催要項（便覧P39～40の抜粋）

（競技種目）（競技種目）（競技種目）（競技種目）
１．競技種目は、次に掲げるとおりとする。ただし、全日本スキー技術選手権の競技種目に準じ変更する場合がある。１．競技種目は、次に掲げるとおりとする。ただし、全日本スキー技術選手権の競技種目に準じ変更する場合がある。１．競技種目は、次に掲げるとおりとする。ただし、全日本スキー技術選手権の競技種目に準じ変更する場合がある。１．競技種目は、次に掲げるとおりとする。ただし、全日本スキー技術選手権の競技種目に準じ変更する場合がある。
　　また、天候、バーンの状況により変更する場合もある。　　また、天候、バーンの状況により変更する場合もある。　　また、天候、バーンの状況により変更する場合もある。　　また、天候、バーンの状況により変更する場合もある。
（予選種目） １　小回り （中急斜面・ノーマルパック）　　

２　小回り　 （急斜面・ノーマルパック）　
３　大回り　 （急斜面・ノーマルパック）　
４　フリー （総合斜面・ナチュラル）　

（決勝種目） １　小回り　　　　　　　　　（急斜面不整地・ナチュラル） 
２　小回り　　　　　　　（急斜面・ノーマルパック）　　
３　大回り （中急斜面・人工ウェーブ）　 
４　フリー （総合斜面（規制）・ナチュラル）　　　

全日本スキー技術選手権の競技種目に合わせ修正した。
（競技方法）（競技方法）（競技方法）（競技方法）
2.競技方法については、次に掲げるとおりとする。2.競技方法については、次に掲げるとおりとする。2.競技方法については、次に掲げるとおりとする。2.競技方法については、次に掲げるとおりとする。
（１）予選種目の合計得点により、上位から男子100位、女子25位までが決勝の出場権を得るものとする。
　　 総合成績の順位は、予選、決勝の全種目の得点合計によって決める。
（2）得点方式は、100点満点とし、減点法で採点し、予選は3審3採用制、決勝は5審3採用制で採用得点の合計点で成績順位を決める。
（3）天候等で競技が実施できなくなった場合は、中断までの実施種目のみで成立する。

（表彰規定）（表彰規定）（表彰規定）（表彰規定）
3.表彰については次のように定める。3.表彰については次のように定める。3.表彰については次のように定める。3.表彰については次のように定める。
（1）男子総合　　6位まで
（2）女子総合　　3位まで
（3）各部門別　　3位まで、ただし上記（1）（2）の入賞者を除く

男子1部（35歳以上）
男子2部（45歳以上）
女子1部（35歳以上）

（4）オープン参加　　順位に含めるが表彰はしない。
（5）その他、現地競技役員の指示に従うこと。

（競技規則）（競技規則）（競技規則）（競技規則）
4.競技規則は次のとおりとする。ただし、全日本スキー技術選手権の競技規則に準じ変更することがある。4.競技規則は次のとおりとする。ただし、全日本スキー技術選手権の競技規則に準じ変更することがある。4.競技規則は次のとおりとする。ただし、全日本スキー技術選手権の競技規則に準じ変更することがある。4.競技規則は次のとおりとする。ただし、全日本スキー技術選手権の競技規則に準じ変更することがある。
【公式用品用具の使用に関して】
（1）選手は、全日本スキー連盟公式用品委員会において認定された用具、用品を使用し、用具用品に表示される商標及び社名は、（1）選手は、全日本スキー連盟公式用品委員会において認定された用具、用品を使用し、用具用品に表示される商標及び社名は、
　　 全日本スキー連盟規定のものでなければならない。ただし、本項の規定範囲は、開、閉会式の場所及び競技場内において
　　 点呼を受けたときからフィニッシュまでとする。
（2）プレートは、市販商品の正常な使用法に限る。改造もしくは、複数商品を複合した使用法は認めない。
（3）出場する選手が、本大会の予選種目から決勝種目まで使用できるスキーは、計3台までとする。

　　は認めない。 

【帽子等の着用に関して】
（1）競技中は、頭部を防護するものを着用しなければならない。スピード系種目（大回り・フリー）については、必ずヘルメットを着用すること。

【ビブの着用に関して】
（1）インスペクション等でコート内に入るときは、必ずビブを外側に着用すること。

【スタートの要領に関して】
（1）競技者は、種目別スタート地点に10分前に集合し、スタート審判のコールを受け、応答しなければならない。
（2）競技者は、前者の出発後、直ちにスタート地点に立ち、出発のための準備をしなければならない。
（3）競技者は、スタート審判の出発合図により出発しなければならない。ただし、直ちに出発しない場合は、当該種目は棄権とする。

【フィニッシュの要領に関して】
（1）フィニッシュは、競技コートの下方に設置された目印を結ぶフィニッシュ・ラインの通過をもって演技終了とする。

【演技の中断に関して】
（1）演技を中断した場合には、その位置で体勢を整え速やかに再スタートする。ただし、中断が長引くと判断した場合には、
　　 当該コートの審判長の指示に従い行動する。
（2）やむを得ず途中棄権する場合は、その旨を係員に告げ、速やかにコート外に移動する。この場合において当該種目の得点は
　　 0点とするが、次からの出場権は保持される。
（3）選手は、用具の離脱については、係員の幇助を受けることができる。

【コートインスペクションに関して】
（1）コート設定後のインスペクションは、原則としてコート外から行う。ただし、必要があるときは、事前に告示、通告し、横滑りにより
　　 コート内に入れることがある。

【抗議に関して】
（１）抗議は書類をもって、セクレタリーに提出する。ただし、急を要する場合は、当該コートの審判長に申し出ることができる。

【その他】
（1）その他必要がある事項は、別途定め、選手会に提案、承認を仰ぐ。
（2）昼食時間は、予選及び決勝とも設定していないので、各自対応のこと。

（4）選手が着用を許されるウェアは、市販されている、あるいは市販されるルーズフィットなものとし、レーシングスーツ（ワンピース・ツーピース）

（2）昼食時間は、予選及び決勝とも設定していないので、各自対応のこと。


